令和８年第３回守山市農業委員会総会議事録

第３回守山市農業委員会総会を市役所３階33・34会議室において招集する。

令和８年３月10日

守山市農業委員会

会長　秋山　新治
１　議事日程　　

（1） 開会

（2） 議事録署名委員指名

（3） 提出議案

　　　　議第６号～議第12号
　　議第６号　　地域計画変更案に対して、意見を求めることについて

議第７号　　農地中間管理事業に係る農用地利用集積等
促進計画案に対して、意見を求めることにつ
いて
議第８号　　農地法第３条第１項の規定による申請に対　し、許可をすることについて
議第９号　　農地法第４条第1項の規定による申請に対し、
　　　　　　　　　許可をすることについて
議第10号　　農地法第５条第１項の規定による申請に対し、許可をすることについて
議第11号　　農地法第５条第1項の規定による許可申請に対し、意見を求めることについて
議第12号　　農地法第５条第1項の規定による許可に係る事業計画変更申請に対し、承認をすることについて
報告第９号～報告第13号
　　報告第９号　 農地法第４条第１項第７号の規定による届出の報告について

報告第10号  農地法第５条第１項第６号の規定による届
出の報告について
報告第11号  農地法第３条の３の規定による届出につい
　　　　　　 て
報告第12号  農地法第18条第６項の規定による賃貸借解
約通知について
報告第13号  農地変更届出について
２　出席委員
１　今井　清市　　　２　本城　康吉　　　３　杉江　和
４　國枝　敏孝　  　５　木村　喜代子　　６　深尾　円
７　大島　常弘  　  ８　村瀬　伸一郎　　９　岡本　良一10　高橋　謙二　　　11　服部　重信　　　12　辰市　祐洋  　　13　西　直幸　　　　14　大﨑　恭義      15　九重　智子　　　16　千代　博　　　　17　今井　誠二　　　19　寺田　安喜雄 　 20　西村　明弘　　　21　宇野　正　　　　22　中島　耕治　　　23　西村　正秋　　  24　西村　潔　　　　25　山本　麻紀代　　26　秋山　新治 
３　欠席委員
　　　　　　　18番　　西出　登志和委員
４　会議に出席した説明員および書記
　　　説明員　　事務局長　武田　雅義
　　　局　員　　参事　　　寺田　篤司
　　　局　員　　専門員　　柿本　勝幸
　　　局　員　　指導員　　岡田　裕次
　　　農政課　　課長　　　福嶋　信宏
　　　農政課　　主事　　　佐々木　仁志

　　　　　　　　　　　　　
· 事務局長
　　　本総会は委員総数26名中25名の出席があり出席者数が過半数に達しておりますので、令和８年第３回守山市農業委員会総会は、成立いたしますことをご報告申し上げます。

　　　　　　　（開会　午後４時50分）
· 議　長
　　　それでは、令和８年第３回守山市農業委員会総会をこれより開会します。

　　　議事に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。

　　　本総会の提出案件は、許可案件３件、その他案件４件、報告案件５件の合計12件でございます。
　　　ご審議の程、よろしくお願いいたします。
　　　続いて、現地確認者は各地区の担当委員および今月の現地確認当番であります●●　●●委員と●●　●●委員です。
次に、会議録署名委員の指名を行います。

　　会議録署名委員は、会議規則第１８条第２項の規定により、17番　今井　誠二　委員　
19番  寺田　安喜雄　委員
を指名いたします。
○議　長　（会議規則第７条議題の宣言）
　　　それでは議題に入ります。議第６号を議題といたします。書記に議件の朗読をいたさせます。
· 書　記　

朗読いたします。議第６号　地域計画変更案に対して、意見を求めることについて

以上です。
· 議　長
　　　事務局長より提案理由の説明をいたさせます。  

· 事務局長　　（会議規則第９条議案の説明）

　　　ただいま議題となりました議第６号の地域計画変更案に対して、意見を求めることにつきまして提案理由を農政課より申し上げます。

· 農政課　　（会議規則第９条議案の説明）
　　　地域計画変更案に対して、意見を求めることについてでございます。
　　　【地域計画変更案の内容を説明】
以上で、議第６号の提案理由の説明を終わります。

· 議　長
　　  審議に入る前に、「農業委員会等に関する法律」第31条（議事参与の制限）により、「委員は、自己又は同居の親族若しくは配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」とありますが、本件では、委員が全般的な事項の中で不可分の関係者となっているもので、この場合は関係者に含まれないと解すべきとされておりますことから、議事に参与することを許すものです。
· 議　長　

それでは、意見を求めます。意見はありませんか。

　　（第１０条発言）　　「なし」の声あり

○議　長　　（会議規則第１７条第２項簡易採決）
　　　ないようでありますので、直ちに採決をいたします。
　　　本件は「意見なし」とすることにご異議ありませんか。
（会議規則第１０条発言）　　「異議なし」の声あり
〇議　長
よって、本件は「意見なし」とすることに決しました。

○議　長　（会議規則第７条議題の宣言）
　　　議第７号を議題といたします。書記に議件の朗読をいたさせます。
· 書　記　
朗読いたします。議第７号　農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案に対して、意見を求めることについて
以上です。

· 議　長　
　　　事務局長より提案理由の説明をいたさせます。
· 事務局長　　（会議規則第９条議案の説明）
ただいま議題となりました議第７号の農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案につきまして提案理由を農政課より申し上げます。
〇農政課　　（会議規則第９条議案の説明）
　　　農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案に対して、意見を求めることについてでございます。
　　　【農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案の内容を説明】
　　　以上で、議第７号の提案理由の説明を終わります。
〇議　長
　　　審議に入る前に、本件については関係者に委員がおられます。つきましては、「農業委員会等に関する法律　第31条（議事参与の制限）に、「農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」とありますことから、その議案の関係者である委員には審議に関して退席していただくこととなります。
まずは、新規設定の令和８年５月１日始期日の４番と５番と耕作者変更の１番から４番を審議いたします。本件の関係者である、
議席番号●番　●●　●●委員
に、退室をお願いします。
　　　　（１名の委員　退室）
· 議　長　

ただいまの、新規設定の４番と５番と耕作者変更の１番から４番に対して、質疑を行います。質疑はありませんか。

　　（会議規則第１０条発言）　　「なし」の声あり

○議　長　　（会議規則第１７条第２項簡易採決）
　　　ないようでありますので、直ちに採決をいたします。
　　　本件は「意見なし」とすることにご異議ありませんか。
　　　（会議規則第１０条発言）　　「異議なし」の声あり
〇議　長

よって、本件の議第７号の新規設定の令和８年５月１日始期日の４番と５番と耕作者変更の１番から４番は、「意見なし」とすることに決しました。

○議　長
　　　それでは、●●　●●委員 
に入室を認めます。
　　　　（１名の委員　入室）
· 議　長
　　　続いて、議第７号の権利移転の１番から48番を審議いたします。本件の関係者である、
議席番号●番　●●　●●委員
に、退室をお願いします。
　　　　（１名の委員　退室）
· 議　長　

ただいまの、議第７号の権利移転の１番から48番に対して、質疑を行います。質疑はありませんか。

　　（会議規則第１０条発言）　　「あり」の声あり
〇●番　●●　●●委員
　　　33番の借賃支払方法が、物納となっていますが、中間管理機構を通じての賃貸借については、物納は出来ないのではないですか。
〇農政課
　　　33番は、過去に契約されたもので、その内容が契約期間中は継続します。なお、令和４年からは、中間管理機構を通じて物納での賃貸借は出来ません。
〇●番　●●　●●委員
　　　この契約は、どういう契約ですか。
〇農政課
　　　賃貸借契約で、当時は物納が認められておりました。
· 議　長　

ほかに質疑はありませんか。
　　　（会議規則第１０条発言）　「なし」の声あり
○議　長　　（会議規則第１７条第２項簡易採決）
　　　ないようでありますので、直ちに採決をいたします。
　　　本件は「意見なし」とすることにご異議ありませんか。
（会議規則第１０条発言）　　「異議なし」の声あり
〇議　長

よって、本件の議第７号の権利移転の１番から48番は、「意見なし」とすることに決しました。

○議　長
　　　それでは、●●　●●委員 
に入室を認めます。
　　　　（１名の委員　入室）
〇議　長
　　　続いて、議第７号の農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案で、委員が関係していない案件を審議いたします。
· 議　長　

ただいまの、農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案で、委員が関係していない案件に対して質疑を行います。質疑はありませんか。

　　（会議規則第１０条発言）　　「なし」の声あり

○議　長　　（会議規則第１７条第２項簡易採決）
　　　ないようでありますので、直ちに採決をいたします。
　　　本件は「意見なし」とすることにご異議ありませんか。（会議規則第１０条発言）　　「異議なし」の声あり
〇議　長

よって、本件の議第７号の農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画案で、委員が関係していない案件は、「意見なし」とすることに決しました。

○議　長
　　　農政課の職員の方、ご苦労様でした。

○農政課　

　　　ありがとうございました。

〇議　長
　　　続いて、議第８号を議題といたします。書記に議件の朗読をいたさせます。
· 書　記　
朗読いたします。議第８号　農地法第３条第１項の　規定による申請に対し、許可をすることについて
以上です。
〇議　長
　　　事務局より提案理由の説明をいたさせます。
〇事務局　　（会議規則第９条議案の説明）
ただいま議題となりました議第８号の提案理由をご説明申し上げますが、その前に、議案書の訂正をお願いします。29ページの７番の案件および８番の案件につきまして、土地の地番の標記が誤っておりました。７番につきましては、○○○番〇を○○○番に、８番につきましては、○○○番〇を○○○番にそれぞれ訂正をお願いします。なお、差し替えの議案書につきましては、机の上にお配りをしておりますので、ご確認をお願いします。
大変申し訳ございませんでした。
それでは、改めまして、議案書28ページ、位置図はPDF　の２ページからとなります。

これは、農地のままでの権利移動を行うことについて　の許可案件でございまして、本委員会の決定を求めるものでございます。
今月は、11件でございます。
１番の案件です。（位置図　3/44）

土地の所在地は、○○町　○○○　○○○○番　1,060平方メートルの田です。
譲渡人は、○○町○○○○番地の〇○　○○　○○さん○○歳。譲受人は、○○町○○〇番地〇　○○　○○さん　○○歳です。
契約内容は売買。事由は事由欄に記載のとおりで、譲受人の現在の経営面積は、０アールですが、○○営農組合で農業従事をされており、農業経験のある方です。通作距離は、0.9キロメートルです。
２番の案件です。（位置図　4～6/44）

土地の所在地は、○○町　○○　○○○○番　1,104平方メートルの田、○○町　○○○　○○○○番〇　222平方メートルの田、○○町　○○○　○○○○番　4,382平方メートルの田、○○町　○○　○○○○番　632平方メートルの田、○○町　○○○　○○○○番〇　1,657平方メートルの田、および○○町　○○○　○○○番　1,452平方メートルの田、６筆合計で9,449平方メートルです。
譲渡人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町○○○○番地〇　株式会社○○○　代表取締役　○○　○○さんです。
契約内容は売買。事由は事由欄に記載のとおりで、譲受人の現在の経営面積は、2,276.6アール、通作距離は、1.5キロメートルです。

３番の案件です。（位置図　7/44）

土地の所在地は、○○町　○○　○○○番　168平方メートルの畑です。
譲渡人は、○○町の○○　○○さん。譲受人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳です。
契約内容は贈与。事由は事由欄に記載のとおりで、譲受人の現在の経営面積は、8.4アール、通作距離は、0.1キロメートルです。
　４番の案件です。（位置図　8/44）

土地の所在地は、○○町　○○　○○番　130平方メートルの田、現況は畑です。
譲渡人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町○○○番地〇　○○　○○さん　○○歳です。
契約内容は売買。事由は事由欄に記載のとおりで、譲受人の現在の経営面積は、０アールですが、長年家庭菜園で耕作をされており、野菜作りの経験がある方です。通作距離は、0.1キロメートルです。
　５番の案件です。（位置図　9/44）

土地の所在地は、○○町　○○○　○○○番〇　892平方メートルの田です。
譲渡人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳です。
契約内容は交換。事由は事由欄に記載のとおりで、譲受人の現在の経営面積は、22.1アール、通作距離は、0.2キロメートルです。
　６番の案件です。（位置図　10/44）

土地の所在地は、○○町　○○○　○○○番〇　931平方メートルの田です。
譲渡人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳です。
契約内容は交換。事由は事由欄に記載のとおりで、譲受人の現在の経営面積は、8.9アール、通作距離は、0.2キロメートルです。
　７番の案件です。（位置図　11/44）

土地の所在地は、○○町　○○　○○○番　332平方メートルの田です。
譲渡人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳です。
契約内容は売買。事由は事由欄に記載のとおり、公共事業の代替えということで、県の○○○○○○○○事業に関するものとなっております。譲受人の現在の経営面積は、１アールですが、今後、息子家族とともに取得農地の耕作をされる予定です。通作距離は、0.1キロメートルです。
　８番の案件です。（位置図　12/44）

土地の所在地は、○○町　○○　○○○番　327平方メートルの田です。
譲渡人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町の○○　○○さんです。
契約内容は売買。事由は事由欄に記載のとおりで、譲受人の現在の経営面積、通作距離は、７番の案件と同様です。
　９番の案件です。（位置図　13/44）

土地の所在地は、○○町　○○　○○○番　1,219平方メートルの田です。
譲渡人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町の○○　○○さんです。
契約内容は売買。事由は事由欄に記載のとおりで、通作距離については、0.3キロメートルです。
　10番の案件です。（位置図　14/44）

土地の所在地は、○○町　○○　○○○番○　506平方メートルの田、現況は畑です。
譲渡人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳です。
契約内容は売買。事由は事由欄に記載のとおりで、譲受人の現在の経営面積は、6.4アール、通作距離は、自宅の隣接地ということですので、０キロメートルとなっております。
　11番の案件です。（位置図　15/44）

土地の所在地は、○○町　○○○　○○○番〇　1,052平方メートルの田です。
譲渡人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳です。
契約内容は売買。事由は事由欄に記載のとおりで、譲受人の現在の経営面積は、45.8アール、通作距離は、0.4キロメートルです。

以上の案件につきましては、農地法第３条第２項第１号から第６号までの各要件に該当または抵触しませんので、許可相当と考えます。

以上で、議第８号の提案理由の説明を終わります。
○議　長　

それでは、質疑に入る前に当該地の担当委員から、確認状況を報告いただきます。
　　　まず、1番の案件を●●　●●委員にお願いします。
〇●番　●●　●●委員
　　　事務局より説明がありました、１番の案件ですが特に問題はないと考えます。
　　　ご審議の程、よろしくお願いします。
○議　長　
　　　続いて、２番の案件を●●　●●委員と●●　●●委員にお願いします。
〇●番　●●　●●委員
　　　事務局より説明がありました、２番の案件ですが、特に問題はないと考えます。
　　　ご審議の程、よろしくお願いします。
〇●番　●●　●●委員
　　　事務局より説明がありました、２番の案件ですが特に問題はないと考えます。
　　　ご審議の程、よろしくお願いします。
〇議　長　
　　　続いて、３番の案件を●●　●●委員にお願いします。
〇●番　●●　●●委員
　　　事務局より説明がありました、３番の案件ですが、特に問題はないと考えます。
　　　ご審議の程、よろしくお願いします。
〇議　長　
　　　続いて、４番の案件を●●　●●委員にお願いします。
〇●番　●●　●●委員
　　　事務局より説明がありました、４番の案件ですが譲受人が長年耕作をされており、住まいの隣でもあり特に問題はないと考えます。
　　　ご審議の程、よろしくお願いします。
〇議　長　
　　　続いて、５番と６番の案件を●●　●●委員にお願いします。
〇●番　●●　●●委員
　　　事務局より説明がありました、５番と６番の案件ですが、隣同士の交換ということで問題はないと考えます。
　　　ご審議の程、よろしくお願いします。
〇議　長　
　　　続いて、７番から11番の案件を●●　●●委員にお願いします。
〇●番　●●　●●委員
　　　事務局より説明がありました、７番から11番の案件ですが、県の公共事業に係る用地買収に伴う代替え地の案件ということで問題はないと考えます。
　　　ご審議の程、よろしくお願いします。

〇議　長　

　　　ありがとうございました。
· 議　長　

それでは質疑を行います。質疑はありませんか。

　　（会議規則第１０条発言）　「なし」の声あり
○議　長　　（会議規則第１７条第２項 簡易採決）
　　　ないようでありますので、質疑を終結し、直ちに採決を

　　いたします。本件については、許可相当とすることに、ご異議ありませんか。
（会議規則第１０条発言）　　「異議なし」の声あり

○議　長
　　　ご異議なしと認めます。よって、本件は、許可相当とすることに決しました。
○議　長　（会議規則第７条議題の宣言）
　　　次に、議第９号を議題といたします。書記に議件の朗読をいたさせます。

〇書　記
朗読いたします。議第９号　農地法第４条第１項の　規定による申請に対し、許可をすることについて
以上です。

· 議　長　
　　　事務局より提案理由の説明をいたさせます。
· 事務局　　（会議規則第９条議案の説明）
　　　ただいま議題となりました議第９号の提案理由をご説明申し上げます。議案書は31ページ、位置図はPDF資料の16ページからとなります。

こちらは転用を目的とする権利移動の伴わない自己転用の案件でございまして、本委員会の決定を求めるものでございます。

今月は２件でございます。
１番の案件です。（位置図　17～18／44）

申請地は、○○町　○○○　○○○番　135平方メートルの畑ですが現況は宅地となっています。申請人は、大阪府高槻市○○○町○○番○○号　○○　○○さん　○○歳。転用の事由は住宅ということで、昭和46年の相続以前から住宅の建築がなされていた無断転用是正案件で、新たな工事などはありません。

立地基準の判断については、集落内であり、住宅等が連たんしている区域内であることから、第３種農地となります。

一般基準についても、周辺農地への影響等に問題はなく農地法第４条第６項各号に該当しないため、許可相当と考えます。
２番の案件です。（位置図　19～20／44）

申請地は、○○町　○○○　○○○番○　124平方メートルの畑ですが現況は宅地となっています。申請人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳。転用の事由は農業用倉庫ということで、昭和48年に倉庫の建築をされた無断転用是正案件で、新たな工事などはありません。

立地基準の判断については、集落内であり、住宅等が連たんしている区域内であることから、第３種農地となります。

一般基準についても、周辺農地への影響等に問題はなく　農地法第４条第６項各号に該当しないため、許可相当と考えます。

以上、議第９号の提案理由の説明を終わります。

○議　長　

それでは、質疑に入る前に当該地の担当委員から、確認　状況の報告をいただきます。
まず、１番の案件を●●　●●委員にお願いします。
· ●番　●●　●●委員
　　ただいま説明がありました、１番の案件は特に問題はないと考えます。

　　　ご審議の程、よろしくお願いします。　
〇議　長
　　　続いて、２番の案件を●●　●●委員にお願いいたします。
〇●番　●●　●●委員
　　　ただいま説明がありました、２番の案件は特に問題はないと考えます。
　　　ご審議の程、よろしくお願いします。

○議　長　

　　　ありがとうございました。
○議　長　

続いて、今月の輪番の当番委員の方、何か補足することはございませんか。
· 当番委員（●●　●●委員）
　　　事務局の説明のとおり特に問題はないと考えます。

　　　ご審議の程、よろしくお願いします。
○議　長　

　　　ありがとうございました。
· 議　長　

それでは質疑を行います。質疑はありませんか。
　　（会議規則第１０条発言）　「あり」の声あり
〇●番　●●　●●委員
　　　１番の案件ですが、当該地の下の○○○番〇は今回の対象とならないのでしょうか。
〇事務局
　　　ご指摘の場所については、既に転用済みで農地ではありません。
· 議　長　

ほかに質疑はありませんか。
　　（会議規則第１０条発言）　「なし」の声あり
○議　長　　（会議規則第１７条第２項 簡易採決）
　　　ないようでありますので、質疑を終結し、直ちに採決を

　　いたします。本件は、許可相当とすることに、ご異議ありませんか。
（会議規則第１０条発言）　「異議なし」の声あり

○議　長
　　　ご異議なしと認めます。よって、本件は、許可相当とすることに決しました。
○議　長　（会議規則第７条議題の宣言）
　　　次に、議第10号を議題といたします。書記に議件の朗読をいたさせます。

· 書　記　
朗読いたします。議第10号　農地法第５条第1項の規定による申請に対し、許可をすることについて
以上です。

· 議　長　
　　　事務局より提案理由の説明をいたさせます。
· 事務局　　（会議規則第９条議案の説明）
　　　ただいま議題となりました議第10号の提案理由をご説　明申し上げます。議案書は32ページ、位置図はPDFの21ページからとなります。

こちらは転用を目的とする権利の設定・移転等の案件で　ございまして、本委員会の決定を求めるものでございます。

今月は５件でございます。
１番の案件です。（位置図　22～23/44）
申請地は、○○町　○○　○○○○番〇　521平方メートルの田、譲渡人は○○町○○○○番地の〇　○○　○○さん　○○歳。同じく○○○○番〇　876平方メートルの田、同じく○○○○番　251平方メートルの畑で、譲渡人は野洲市〇　○○番○○号　○○　○○さん　○○歳。３筆合計1,648平方メートルです。譲受人は、○○　○丁目〇番○○号　株式会社○○○○　代表取締役　○○　○○さんです。

譲渡人が、土地を取得した時期および原因は記載のとおりで、契約内容は売買。転用の事由は分譲宅地（５区画）です。申請地は○○町地区地区計画区域内であり、宅地のみの造成が可能となります。申請地となる集落内の農地のほか、隣接する宅地も取り込んでの開発許可案件で、開発面積としては約2,010㎡となります。
　　　立地基準の判断については、集落内であり、住宅等が連　たんしている区域内であることから、第３種農地となります。

一般基準についても、周辺農地への影響等にも問題はな　く農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可相当と考えます。

２番の案件です。（位置図　24～25/44）
申請地は、○○町　○○○○　○○○番　323平方メートルの畑で現況は雑種地で、譲渡人は湖南市○○○　〇丁目〇番○○号　○○　○○さん　○○歳。同じく○○○番　340平方メートルの畑で、譲渡人は○○町○○○○番地　　○○　○○さん　○○歳。同じく○○○番　353平方メートルの畑で、譲渡人は○○町○○○○番地〇　○○　○○さん　○○歳。同じく○○○番　366平方メートルの畑で、譲渡人は○○　○丁目〇番〇-○○○号　○○　○○さん○○歳。同じく○○○番　373平方メートルの畑で、譲渡人は○○町○○○○番地　○○　○○さん　○○歳。同じく○○○番　373平方メートルの畑で、譲渡人は、○○町○○○○番地　○○　○○さん　○○歳。以上６筆合計で2,128平方メートルとなります。譲受人は、大津市○○　○丁目〇番〇号　○○○　〇階　株式会社○○○○　代表取締役　○○　○○さんです。

譲渡人が、土地を取得した時期および原因は記載のとおりで、契約内容は売買。転用の事由は分譲宅地（６区画）です。
　　　申請地は、○○町地区地区計画区域内であり、宅地のみの造成が可能であります。○○○番につきましては、２年前にコンテナ倉庫の設置がされており、現在は撤去されてはいますが、砂利敷となっているため無断転用是正案件となります。また本件も開発許可に該当します。

立地基準の判断については、集落内であり、住宅等が連たんしている区域内であることから、第３種農地となります。

一般基準についても、周辺農地への影響等に問題はなく農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可相当と考えます。
３番の案件です。（位置図　26～27/44）
申請地は、○○町　○○○　○○○○番　125平方メートルの畑、現況は雑種地、同じく○○○○番〇　34平方メートルの畑で現況は雑種地。２筆合計で159平方メートルです。譲渡人は、○○町○○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町○○○○番地　○○　○○さん○○歳です。

譲渡人が、土地を取得した時期および原因は記載のとおりで、契約内容は使用貸借。転用の事由は分化住宅の建築です。譲受人は譲渡人の息子となります。申請地はすでに駐車場となっていることから無断転用是正案件です。開発許可に該当します。
　　　立地基準の判断については、集落内であり、住宅等が連　たんしている区域内であることから、第３種農地となります。

一般基準についても、周辺農地への影響等にも問題はな　く農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可相当と考えます。

４番の案件です。（位置図　28～29/44）
申請地は、○○町　○○○　○○○○番〇　3.26平方メートルの畑、現況は宅地、同じく○○○○番〇　4.15平方メートルの畑で、現況は宅地。２筆合計で7.41平方メートルです。譲渡人は、○○町○○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町○○○○番地　○○　○○さん　○○歳です。

譲渡人が、土地を取得した時期および原因は記載のとお　りで、契約内容は贈与。転用の事由は住宅敷地の一部です。さきほどの３番でご説明した土地ともともと同じ土地ですが、昭和40年ごろから隣にお住まいの譲受人である○○さんが住宅から延びる雨水排水管を地中に埋設されていたことがこの度判明したことから、その部分の土地を分筆して、土地利用者の○○さんに渡されるため、無断転用是正案件であり、新たな工事はありません。
　　　立地基準の判断については、集落内であり、住宅等が連たんしている区域内であることから、第３種農地となります。

一般基準についても、周辺農地への影響等にも問題はな　く農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可相当と考えます。

５番の案件です。（位置図　30～32/44）
申請地は、○○町　○○　○○○番　99平方メートルの田で、譲渡人は○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳。譲受人は、○○町○○○番地　○○　○○さん　○○歳です。

譲渡人が、土地を取得した時期および原因は記載のとおりで、契約内容は売買。転用の事由は駐車場、進入路です。
　31ページの図面をご覧ください。現在、滋賀県による○○○○○○の計画事業が進行しております。緑の区域が、○○の敷地となる予定です。この案件の申請地は、計画地の南に接している細長い土地です。譲受人が自宅に隣接した田を○○用地として提供され、その残地を畑として耕作されるということですが、その畑へ行くための進入路と、農業用車両の置場として隣の田を譲り受けられるものです。
　　　立地基準の判断については、水管等２種類以上埋設する道路の沿道で500ｍ以内に２以上の公共施設（○○○○○○○、○○○○○○）があることから、第３種農地となります。

一般基準についても、周辺農地への影響等にも問題はなく農地法第５条第２項各号に該当しないため、許可相当と考えます。

以上、議第10号の提案理由の説明を終わります。
○議　長　

それでは、質疑に入る前に当該地の担当委員から、確認状況を報告いただきます。
まず、１番と２番の案件を●●　●●委員にお願いします。

〇●番　●●　●●委員

　　ただいま説明がありました、1番は、田の方は道路に面してしますが、畑は三方家に囲まれており、造成が難しいと思いますが、問題はありません。２番は、全て道に面しており特に問題はないと考えます。
　　　ご審議の程、よろしくお願いします。
〇議　長
　　　続いて、３番から５番の案件を●●　●●委員にお願いします。
〇●番　●●　●●委員
　　　ただいま説明がありました、３番の案件は、分家住宅で住宅地内であり問題はないと考えます。４番の案件は、昔から当該地を通して雨水を隣に流していたようですが、水路を確保するために譲渡人が贈与されるものです。５番の案件ですが、事務局より説明があったとおり県の公共事業に係る関係案件で、譲受人が自宅裏の畑をするための進入路ということで問題はないと考えます。
　　　ご審議の程よろしくお願いいたします。
○議　長　

　　　ありがとうございました。
○議　長　

続いて、今月の輪番の当番委員の方、何か補足することはございませんか。
· 当番委員（●●　●●委員）
　　　ただいま説明がありました、案件については、各担当委員からの説明のとおりやむを得ないと判断しました。

　　　ご審議の程、よろしくお願いします。
〇議　長
　　　それでは質疑を行います。質疑はありませんか。

　　　（会議規則第１０条発言）　「なし」の声あり
○議　長　　（会議規則第１７条第２項 簡易採決）
　　　ないようでありますので、質疑を終結し、直ちに採決を

　　いたします。本件は、許可相当とすることに、ご異議ありませんか。
（会議規則第１０条発言）　　「異議なし」の声あり

○議　長
　　　ご異議なしと認めます。よって、本件は、許可相当とすることに決しました。
○議　長　（会議規則第７条議題の宣言）
　　　次に、議第11号を議題といたします。書記に議件の朗読をいたさせます。

· 書　記　
朗読いたします。議第11号　農地法第５条第１項の規定による許可申請に対し、意見を求めることについて　　
以上です。

· 議　長　
　　　事務局より提案理由の説明をいたさせます。

· 事務局　　（会議規則第９条議案の説明）

ただいま議題となりました議第11号の提案理由をご説明申し上げます。議案書は34ページ、位置図は別冊で資料をご用意しておりますので、そちらをご覧ください。

本件の議案は、守山市○○町○○○○番地　○○　○○さん外○○名を譲渡人、○○○○○○○○○○○○　○○　○○を譲受人とし、○○○○○用地として農地法第５条第1項の規定に基づき滋賀県知事の許可を受けるにあたり申請書が提出され、同条第３項の規定に基づき農業委員会の意見を求めるものです。面積が、４ha以下の場合は、知事の権限が委譲されているため農業委員会が許可することとなりますが、本件は４ｈaを超えているため農業委員会が意見を付して滋賀県知事が許可することになります。
それでは、意見書（案）の内容について、概要を説明いたします。

【意見書案の内容を説明】
以上で、議第11号の提案理由の説明を終わります。
○議　長　

それでは、質疑に入る前に当該地の確認状況の報告を●●　●●委員にお願いします。
〇●番　●●　●●委員
　　　周辺農地への影響もないよう対応いただくことから、問題はないと考えます。
　　　ご審議の程、よろしくお願いします。
○議　長　

続いて、今月の輪番の当番委員の方、何か補足することはございませんか。
· ●番　●●　●●委員
　　　ただいま、●●委員の説明があったとおり、市の事業でもあり、周辺農地への対応もしていただくということでやむを得ないと判断しました。
　　　ご審議の程、よろしくお願いします。
○議　長　

　　　ありがとうございました。
· 議　長　

それでは質疑を行います。質疑はありませんか。

　　（会議規則第１０条発言）　「なし」の声あり
〇議　長
　　　採決に入る前に、本件については関係者に委員がおられます。つきましては、「農業委員会等に関する法律　第31条（議事参与の制限）に、「農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。」とありますことから、その議案の関係者である委員には採決に関して退席していただくこととなります。
本件の関係者である、

議席番号●番　●●　●●委員
に、退室をお願いします。
　　　　（１名の委員　退室）
〇議　長　（会議規則第１７条第２項 簡易採決）
　　　それでは、採決をいたします。本件は、意見書（案）の
　　とおりとすることに、ご異議ありませんか。
（会議規則第１０条発言）　　「異議なし」の声あり

○議　長
　　　ご異議なしと認めます。よって、本件は、意見書（案）とすることに決しました。
○議　長
　　　それでは、●●　●●委員 
に入室を認めます。
　　　　（１名の委員　入室）
○議　長　（会議規則第７条議題の宣言）
　　　次に、議第12号を議題といたします。書記に議件の朗読をいたさせます。

· 書　記　
朗読いたします。議第12号　農地法第５条第１項の規定による許可に係る事業計画変更申請に対し、承認をすることについて　　
以上です。

· 議　長　
　　　事務局より提案理由の説明をいたさせます。

· 事務局　　（会議規則第９条議案の説明）

　　　ただいま議題となりました議第12号の提案理由をご説明申し上げます。議案書は、35ページからとなっております。
 　 　申請地は、令和６年第11回総会において先程の議題11号の○○○○○用地内の埋蔵文化財の本掘調査のため、一時転用を許可し、さらに令和７年第６回総会において、発掘範囲の追加を承認し、現在の一時転用の許可面積は36,741㎡となっておりますが、このうち70㎡を除いた36,671㎡が、○○○○○用地として、先程の議題11号の農地法第５条第１項の許可申請の対象地となったことから、農地への原状復旧をしないで、恒久的な転用に切り替える事業計画の変更を承認するものです。なお、議案書の37ページの真ん中程に矢印で記載しておりますが、○○○○番〇については、70㎡が開発区域に含まれないことから、引き続き一時転用となります。

以上で、議第12号の提案理由の説明を終わります。

· 議　長　

それでは質疑を行います。質疑はありませんか。

　　（会議規則第１０条発言）　「なし」の声あり

○議　長　　（会議規則第１７条第２項 簡易採決）
　　　ないようでありますので、質疑を終結し、直ちに採決を

　　いたします。本件の事業計画の変更を承認することに、ご異議ありませんか。

（会議規則第１０条発言）　「異議なし」の声あり

〇議　長
　　　ご異議なしと認めます。よって、本件の事業計画の変更を承認することに決しました。
○議　長
　　　次に、報告事項に入ります。

　　　報告第９号から第13号までを、一括して書記に報告いたさせます。
· 書　記　

　　　報告いたします。
報告第９号　　農地法第４条第１項第７号の規定による届出の報告について
２件の届出です。内容については記載の通りです。　
報告第10号　農地法第５条第１項第６号の規定による届出の報告について
３件の届出です。内容については記載の通りです。　　　　　　
報告第11号　農地法第３条の３の規定による届出について
10件の届出です。内容については記載の通りです。
報告第12号　 農地法第18条第６項の規定による賃貸借
解約通知について
17件の通知です。内容については記載の通りです。
　　 報告第13号　農地変更届について
　　　　　　　１件の届出です。内容については記載の通りです。

  　　　以上です。
· 議　長　　

　　　　ご苦労様でした。以上で報告を終わります。

　　　　報告ですが、何か質問はありませんか。
　　　　　　　　　　　「なし」の声あり
〇議　長
これを持って、本日の議事日程及び本総会に付議された案件の審議は全て、終了いたしました。

　　　　各議案について、慎重にご審議を賜り、ここに無事終了致しましたことを、心からお礼申し上げます。

これにて、総会を閉会致します。

　　　（閉会　午後６時15分）　　　
農業委員会等に関する法律第３３条の規定により、この議事録を作成した。 

令和８年３月23日 

守山市農業委員会 

会長　秋山　新治

守山市農業委員会総会会議規則第１８条の規定により下記

に署名する。
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